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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年2月4日(2021.2.4)

【公表番号】特表2020-537335(P2020-537335A)
【公表日】令和2年12月17日(2020.12.17)
【年通号数】公開・登録公報2020-051
【出願番号】特願2020-518622(P2020-518622)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/861    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/868    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/329    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/91     　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｌ   29/91     　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ   29/91     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年11月17日(2020.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウムをドープした酸化亜鉛のｎ型層と、
　３Ａ族元素と５Ａ族元素とを含むナロー・バンドギャップ材料から形成されたｐ型層と
、
　前記ｎ型層と前記ｐ型層との間の接合であって、前記接合がある温度範囲で整流特性を
有するヘテロ接合ダイオードとして動作可能であり、前記温度範囲が室温のところに上限
を有する、前記接合と
を備える、半導体デバイス。
【請求項２】
　前記３Ａ族元素がインジウムであり、前記５Ａ族元素がアンチモンである、請求項１に
記載の半導体デバイス。
【請求項３】
　前記ナロー・バンドギャップ材料が、アンチモン化インジウム（ＩｎＳｂ）を含む、請
求項２に記載の半導体デバイス。
【請求項４】
　前記ｐ型層が、前記ナロー・バンドギャップ材料の単結晶を含む、請求項１に記載の半
導体デバイス。
【請求項５】
　窓構造であって、前記窓構造は、光が前記ｐ型層に達することを可能にする、前記窓構
造をさらに備える、請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項６】
　前記窓の材料が、ＡｌドープのＺｎＯを含む、請求項５に記載の半導体デバイス。
【請求項７】
　半導体製造システムを使用して、アルミニウムをドープした酸化亜鉛のｎ型層を形成す
るステップと、
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　前記半導体製造システムを使用して、３Ａ族元素と５Ａ族元素とを含むナロー・バンド
ギャップ材料から形成されたｐ型層を形成するステップと、
　前記半導体製造システムを使用して、前記ｎ型層と前記ｐ型層との間に接合を形成する
ステップであって、前記接合がある温度範囲で整流特性を有するヘテロ接合ダイオードと
して動作可能であり、前記温度範囲が室温のところに上限を有する、前記接合を形成する
ステップと
を含む、方法。
【請求項８】
　前記３Ａ族元素がインジウムであり、前記５Ａ族元素がアンチモンである、請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
　前記ナロー・バンドギャップ材料が、アンチモン化インジウム（ＩｎＳｂ）を含む、請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ｐ型層が、前記ナロー・バンドギャップ材料の単結晶を含む、請求項７に記載の方
法。
【請求項１１】
　窓構造であって、前記窓構造は、光が前記ｎ型層に達することを可能にする、前記窓構
造
をさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記窓の材料が、ＡｌドープのＺｎＯを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記温度範囲が、冷却しない室温の範囲を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　バンドギャップは、特定の温度において価電子帯から伝導帯へジャンプするために電子
により必要とされるエネルギーの測定値であり、前記ナロー・バンドギャップ材料は、し
きい値を下回るバンドギャップの値を有する、請求項７に記載の方法。
【請求項１５】
　前記接合を形成するステップの一部として、（ｉ）前記ｐ型層の表面、および（ｉｉ）
前記ｎ型層の表面のうちの少なくとも一方に接触している界面材料の層を堆積するステッ
プ
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１６】
　前記界面材料が、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ドープした酸化亜鉛が、原子層堆積（ＡＬＤ）を使用して堆積される、請求項７に
記載の方法。
【請求項１８】
　前記ｎ型層の表面に、第１の金属を堆積するステップであって、前記表面が前記ｐ型層
の第２の表面とは異なり、前記第２の表面が前記接合に使用され、前記金属が前記接合の
第１の側との電気的接続部を形成する際に使用可能である、前記第１の金属を堆積するス
テップ
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ヘテロ接合が、前記温度範囲で可視光を光検出する、請求項７に記載の方法。
【請求項２０】
　リソグラフィ構成要素を備える半導体製造システムであって、
　請求項７ないし１９のいずれかに記載の方法の前記ステップを実行する、半導体製造シ
ステム。
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